
5 

 

「第２次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画」の概要 
 

１ 位置付け      

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づく計画 

 

２ 他の計画との関係  

長崎市第四次総合計画と整合性を図り、関連部門の計画と連携した計画 

 

 ３ 基本計画の期間 

平成 25年度～令和 2年度 

平成 27 年度は計画期間の後半の５年間に向けて見直しを行った。 

 

 

【参考】「第２次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画」の期間 
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４ フロー図 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※平成 27年 4 月設置 

人権教育・啓発に
関する基本計画 

長崎市人権教育・啓発審議会 

長崎市人権教育及び啓発
推進本部 
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パブリックコメント 

第２次長崎市人権教育・啓発に 

関する基本計画 

実施、結果公表 

(庁内組織） 

ワーキング 
グループ 

長崎県人権教育・啓発
に関する基本計画 

連携、進捗管理、見直し 

諮問 答申 

第四次総合計画(前期基本計画)５年 第四次総合計画(後期基本計画)５年 

 

第２次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画 
前基本 

計画 

【３年】 【５年】 
↑ 

見直し 

人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律 
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